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 現在、河川環境の定量的な評価については、「実践的な河川環境の評価・改善の手引き（案）」に基づ

く『河川環境管理シート』を活用することが求められている。 

河川環境管理シートの活用として、実践的な河川環境の評価・改善の手引き（案）では、実務者による

「河川環境管理シートの簡易チェック（以下、簡易チェック）」等が紹介されているが、具体的なチェッ

ク手法について、記述がなく、現場状況に応じて、検討すること求められているものと考えられる。 

このことから、木津川上流河川事務所（以下、当事務所）では、的確な簡易チェック作業ができるよう

「木津川上流管内における河川環境管理シート簡易チェックのための手引き（案）令和４年１２月」をと

りまとめたところである。 

本稿は、これに至った経緯、具体的な内容などの取り組みについて、紹介する。 
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1.  はじめに 

 平成29年6月に、「河川法改正20年多自然川づくり推

進委員会」から 『持続性ある実践的多自然川づくりに

向けて』の提言が出された。 

この提言を踏まえ、平成30年から「実践的な河川環境

の評価と改善の考え方に関する検討会（以下、検討会）

による実践的な河川環境の評価手法の具体的な検討が進

められている。 

「実践的な河川環境の評価・改善の手引き(案)」（以

下、「手引き」）は、検討会のご指導を仰ぎとりまとめ

たものであり、「河川全体の俯瞰的な把握」、「河川環

境の定量的な評価」、「現地調査」などを適切に実施す

ることが基本となるうち「河川環境の定量的な評価」に

ついて解説１）されたものである。 

 

図 1-1 「手引き」の位置づけ５） 

「手引き」においては、「河川環境の整備と保全」の

計画的な実施に向けて、直轄河川において、実践的な河

川環境の評価と改善を実施するためのツールとして『河

川環境管理シートの作成』、取り組みを継続的に拡大・

充実させていくための支援の仕組みとして『簡易チェッ

ク』２）『詳細チェック』３）が、紹介されている。ただ

し、チェック手法等については、明記されておらず、現

場条件に応じて、具体化する必要がある。 

 

図 1-2 簡易チェック等の取り組みイメージ５） 

本稿は、的確な簡易チェック作業ができるよう木津川

上流河川事務所とりまとめた「木津川上流管内における

河川環境管理シート簡易チェックのための手引き（案）

令和４年１２月」について、これに至った経緯、具体的

な内容などの取り組みを、紹介するものである。 

2.  木津川上流域における現状 

（１）流域の概要６） 

木津川の本流は、布引山地（通称青山高原）に源を発

し、上野盆地で柘植川、服部川に合流し、京都府南山城

村大河原付近で左支川の名張川と合流し、笠置町を経て、

八幡市で淀川に合流する一級河川となっている。左支川

である名張川は、尼ケ岳等の布引山地に連なる山々から

源を発し、名張盆地の手前で青蓮寺川と、盆地に出て奈

良県から流れてくる宇陀川と合流。名張市街地を流れ、

再び山間に入り、大河原で木津川と合流している。 
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木津川上流域（笠置橋より上流と定義）は、三重県、奈

良県、京都府の3県にまたがっており、流域面積は1,308

㎞2、その90％以上は山地で占めらている。木津川の伊

賀市より上流及び宇陀川流域の支川では、オオサンショ

ウウオの生息が確認されている他、渓谷（岩倉峡）や滝

（赤目四十八滝）等の景観にすぐれた景勝地が点在して

いる。また、上野盆地から岩倉峡下流の笠置橋にかけて

は、散策やキャンプ等の利用がされている。 

 

図 2-1 木津川上流域 

（２）河川環境管理シートの作成 

木津川上流域における河川環境管理シート４）は、2020

年度に作成し、代表区間7地区、保全区間7地区を設定し

ている。 

代表区間は、「手引き」に基づき、区分毎に特徴づけ

る連続する瀬淵や礫河原の有無等から、次のとおり設定

した。 

表2-1 木津川上流域における代表区間 

区分 ｾｸﾞﾒﾝﾄ 距離標 
(代表区間）※ 

木津川(区分1) M 38 

木津川(区分2) 2-1 57 

名張川(区分1) M 19 

名張川(区分2) 2-1 27 

名張川(区分3) 1 31 

宇陀川(区分1) 1 0 

宇陀川(区分2) M 7 

※空間単位:1km    

表2-2 木津川上流代表区間（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

保全区間についても、「手引き」に基づき、特殊性の

観点（景勝地等）を踏まえ、次のとおり設定した。 

表2-2 木津川上流域における保全区間 

河川名 距離標※ 区間数 

木津川 43 2地区  

 55-56  

名張川 22 1地区 

 

宇陀川 

2 4地区 

4 

6 

11 

※空間単位:1km   

表2-1 木津川上流代表区間（抜粋） 

 

3.  簡易チェックの試行と課題 

（１）簡易チェックの試行 

2023年度、2024年度の簡易チェックについては、次の

とおり試行実施した。 

表3-1 木津川上流域における簡易チェック概要 

年度 2021 2022 

調査時期 2021.10 2022.10 

 

調査地区 

代表区間 

:7地区 

保全区間 

:7地区 

代表区間 

:7地区 

保全区間 

：7地区 

UAV撮影 
面的な把握 

:全14地区 

面的な把握 

:全14地区 

定点写真 全14地区 全14地区※ 

環境DNA調査 代表区間 

・魚類 

保全区間 

・ｵｵｻﾝｼｮｳｳｵ 

・ﾁｭｳｺ ｸ゙ｵｵｻﾝ

ｼｮｳｳｵ 

未実施 

※補足定点追加   

（２）簡易チェックから見えてきた課題 

 今後の実施方針（調査内容、調査方法、調査頻度な

ど）に関し、河川環境管理シート作成及び2ヶ年の簡易

チェックを踏まえたものとするため、関係者実務者（環

境調査担当職員及び関係業務担当者（3社））による意

見交換を行った。 

活力：No.06

2



①簡易チェックの問題点 

・「手引き」には、具体的な調査内容が明記されてい

ない。 

 ・発注者と受注者で、「手引き」、簡易チェックに関

する理解に差があり、共通の理解が必要。 

 ・共通の理解が無いまま調査を進めると、調査にブレ

が生じて経年的な変化の把握・データ整理ができ

ない。 

②簡易チェックの目的等 

・代表区間及び保全区間に大きな変化が生じていない

か、設定時の状態は維持されているか、今でも木津

川上流域を代表する区間として妥当か等を確認する。 

・実務者（事務所職員含む）が各代表区間及び保全区

間の設定根拠や現況を知る。 

・「手引き」では、事務所職員による簡易チェック作

業を想定した記載となっていると思われるが、作業

には動植物に関する専門的な知識も必要となる。 

・簡易チェックは、環境調査業務等を活用し、別途、

受発者合同で代表区間及び保全区間の現地踏査を行

い、各地区の設定理由や現況について共有するのも

一案である。 

・「手引き」には具体な調査手法の記載がない。持続

可能な調査、経年的な比較が可能な調査を実施する

ためには、木津川上流域の河川の特性や代表区間・

保全区間の設定状況に応じた調査の方針があったほ

うがよい。 

③簡易チェックの方法について 

・UAV 撮影、環境DNA 調査は、より簡易な方法を検討

する必要があるのではないか。 

・UAV 撮影は、撮影範囲が広く、撮影地点も多いため

作業が簡易とは言い難い。簡易チェックの目的に応

じて、撮影地区、範囲、頻度を設定してはどうか。 

・簡易チェックの目的を踏まえると環境DNA 調査を頻

度低くすることも検討してはどうか。 

・毎年のチェックもより簡易な方法を選択し、大規模

な出水後等が生じた場合に詳細な調査を実施しては

どうか。 

・現行の調査は全ての区間で同じ手法を採用している

が、各代表区間及び保全区間の設定根拠（環境特性

や注目すべきポイント）に応じて調査方法を個別に

設定してはどうか。 

・定点写真撮影については、撮影定点を追加してはど

うか。 

 

4.  「木津川上流管内における河川環境管理シー

ト簡易チェックのための手引き（案）令和

４年１２月」の作成 

3. 簡易チェック試行の課題を踏まえ、「「手引き」、

簡易チェックに関する共通の理解」や的確な簡易チェッ

ク作業ができるよう「木津川上流管内における河川環境

管理シート簡易チェックのための手引き（案）」（以下、

「簡易チェック手引き」）を作成することとした。 

資料4-1 「簡易チェック手引き」目次構成 

 

（２）実施方針のポイント 

①実務者の認識 

「手引き」では、実務者による簡易チェック作業

を想定した記載となっているが、作業には動植物

に関する専門的な知識も必要となるため、事務所

職員を実務者とした作業は容易ではない。このこ

とから、実務者は、専門業者とし、簡易チェック

を行うこととした。 

②合同踏査の実施 

（２）①のとおり、実施した場合であっても、事

務所職員が、木津川上流管内の河川環境を代表す

る区間の設定根拠や現況を把握するため、春季～

夏季を想定とした受発注者合同の現地踏査を位置

づけた。 

③調査の簡素化 

環境DNA調査及び保全区間のUAVオルソ画像処理につ

いては、「手引き」にでは、『写真撮影を行うこ

とを想定』されていることから、詳細チェック（5

年に1回）時などに実施することとした。 

（２）「簡易チェック手引き」のポイント 

①補足等の記述 

「簡易チェック手引き」の更新等が容易に行える

ように、考え方等の補足事項について、記述した。 
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資料4-2 「簡易チェック手引き」補足事項（例） 

②河川環境管理シートの簡易チェック整理様式 

経年的な変化やその要因の把握・データ整理を行

うため、簡易チェック結果整理様式、空中写真整

理様式、定点写真整理様式を作成した。 

資料4-3 定点写真整理様式（例） 

 

③用語集 

共通の理解を深めるため、用語集を作成した。 

④定点写真位置の明示 

経年的な変化の把握・データ整理を行うため、同

一アングルで写真が撮影できるよう写真撮影位置

の明示、撮影時アングルポイントを表示する等の

整理を実施した。 

資料4-3 撮影のアングルのポイント整理（例） 

 

6.  まとめ 

今回、作成した「木津川上流管内における河川環境管

理シート簡易チェックのための手引き（案）令和４年１

２月」については、経年変化に関する河川環境の連続的

な把握に留意した一方、適宜見直しができるよう考え方

等に関する記述も行うなど整理を進めた。 

「手引き」の『ねらいと経緯』では「河川管理に携わ

る実務者は、本手引きを活用し、現地に通い、それぞれ

の河川環境の特徴について学ぶとともに、河川改修や自

然再生、維持管理等あらゆる機会において多自然川づく

りに取り組み、各河川の特徴に応じた「いい川」づくり

を推進していただきたい。」とされてる。 

今回作成した「簡易チェック手引き」が、上記の『い

い川』づくり、現場の担当職員の河川環境に関する技術

力向上に関する一助となるためにも、更に現場に沿った

ものとなるよう進化されることが望ましく、現場状況に

応じて、引き続き、取り組む必要がある。 

 

付録 

実践的な河川環境の評価・改善の手引き（H31.3）加筆 

１）「河川環境の定量的な評価」について解説 

 

資料付録1 現状河川の中で相対的に良好な場の設定 

 

 

資料付録２ 河川環境の相対評価に基づく区間設定 

 

２）＜河川環境管理シート＞ 

「河川環境の整備と保全」の計画的な実施に向けて、

直轄河川において、実践的な河川環境の評価と改善を実

施するためのツールであり、全川を河川環境が類似した

まとまりに区分けして、河川環境を相対的に評価し、河

川環境の状態が良好な場を設定するための作業シートで

ある。「河川環境区分シート」、「代表区間選定シー

ト」、「河川環境経年変化シート」の3 種類のシートで

構成され、目的に応じて使い分ける。 

補足として、経緯を記述 

撮影者の立ち位置明示 

ｱﾝｸﾞﾙﾎﾟｲﾝﾄ表示 
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資料付録４ 河川環境区分シート例（抜粋） 

 

資料付録５ 代表区間選定シート例（抜粋） 

 

 

資料付録６ 河川環境経年変化シート例（抜粋） 

 

３）＜簡易チェック＞ 

頻度として年に１～２回程度を想定している河川環境

の状況を確認するための調査である。また、実務者が異

動により新たに赴任した際や、出水期前の定検の際など

の活用を想定している。 

具体的な調査方法としては、代表区間選定シートの代

表区間・保全区間の概要を参考に、主に「代表区間」・

「保全区間」の経年変化状況をチェックするとともに、

写真撮影を行うことを想定している。「代表区間」や河

川事業の実施地点などを、定期的に現地で目視確認する

ことで、「河川環境区分」における河川環境の簡易チェ

ックを行い、結果をシートにフィードバックする。 

「代表区間」の選定根拠となっている生息場の環境要

素と生態系の関係性（生息場の評価点が高い区間に実際

に多様な生物が生息・生育しているか）を現地で判断す

ることは困難であるため、地域に精通した関係者や専門

家（特に生態学の有識者）の同行のもと現地調査、意見

交換（エキスパートオピニオン）を行うことが考えられ

る。 

４）＜詳細チェック＞ 

頻度として５年に１回程度を想定している河川環境の

状況を確認するための調査である。 

河川水辺の国勢調査における、河川環境基図作成調査

の際に実施することを想定している。 

具体的な調査方法としては「河川環境基図作成調査」

にあわせて生息場の多様さの点数を概ね5 年毎に作成し、

これを経年的に比較して点数の増減を集計することで、

河川環境の詳細チェックを行い、合わせて「河川環境管

理シート」を更新する。 
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近畿地方整備局 木津川上流河川事務所 調査課 長坂

健 は令和5年4月1日付けで近畿地方整備局 河川工事

課に異動しました。 
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